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研究主題            特別支援学校高等部における家庭科授業のあり方 

～知的障害や肢体不自由の各障害に応じた効果的な指導について～ 

要約 ：特別支援教育体制になり，障害種ごとの指導だけでなく，生徒の多様な実態に対応できる専門性がより一層求め

られるようになった。勤務校は，知的障害と肢体不自由の総合特別支援学校となることが決まっている。家庭科

授業において肢体不自由と知的障害（障害の程度が軽度）を併せ有する生徒，知的障害（障害の程度が軽度）の

生徒を対象に，先行研究，実態調査，授業実践を通して，よりよい支援や指導内容，指導方法について考察した。

その結果，小学校，中学校，高等学校の家庭科も把握した上で生徒の実態に応じて内容を精選することが効果的

な指導となるとともに，生徒の特性や生活経験に合わせて目標や支援を考えることで，主体的な家庭生活を送ろ

うとする実践的な態度を育てることにつながることがわかった。 
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Ⅰ 主題の設定理由 

１ 特別支援学校の現状から 

特別支援教育では，障害のある児童生徒一人一人の

教育的ニーズに応じた教育を実施するため，様々な障

害種に対応することが求められている。障害種別の

盲・聾・養護学校制度から，複数の障害種に対応でき

る特別支援学校への転換が可能となり，石川県でも肢

体不自由部門・知的障害部門をもつ総合特別支援学校

が平成18年に開校し，勤務校も平成22年に同様の学

校となることが決まっている。 

２ 特別支援学校高等部における家庭科指導の経験か 

ら 

肢体不自由特別支援学校の一部の生徒は，検定教科

書を使用しているため，教師も教科書を参考にしなが

ら年間指導計画を立ててきた。しかし，肢体不自由の

状態によっては生活にかかわることに介助が必要であ

ったり，生活経験が少ないため，実感を伴った学習に

なりにくい面がある。 

一方，知的障害特別支援学校では，「生活の自立」を

目指し，家庭生活に必要な実際的な知識，技能に重き

を置いた年間指導計画を立てていた。しかし，家庭科

の場合，検定教科書を使用することが難しく，関連し

た書籍も少ないため，何を参考としたらよいか迷うと

ころであった。また，指導内容や重点の置き方が適切

であるかや個々の実態と障害特性を考慮した指導につ

いて課題を感じていた。 

以上のような点を踏まえて，特別支援学校高等部の

家庭科について指導内容や指導方法について研究しよ

うと考え，主題を設定した。 

 
Ⅱ 研究の目的 

  知的障害や肢体不自由の各障害に応じた，特別支援

学校高等部の家庭科授業の効果的な指導について探る。 

 

Ⅲ 研究の内容と方法 

  研究の内容と方法については，構想図（図表１）に 

示した通りである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ⅳ 研究の内容 

１ 特別支援学校の教育課程の特徴，障害種による特性の

理解 
（１）特別支援学校の教育課程 

特別支援学校においては，障害のある児童生徒一人一

人の教育的ニーズに対応した効果的かつ弾力的な教育課

程が編成される。勤務校では５つの類型（図表２），授業

実践を行った知的障害特別支援学校では３つの類型（図

表３）になっている。本研究の対象生徒は知的障害（障

害の程度が軽度）の教育課程で家庭科を学習している生

徒である。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図表１  研究構想図 



（２）障害特性の理解と指導上の配慮 

 発達障害の診断やその特性に関する理解が進むととも

に，肢体不自由や知的障害のある生徒の指導について認

知面における教育的配慮があきらかになってきている。 

①肢体不自由 

身体の動きに不自由さがあり，特別な教育的配慮が必

要な生徒と，さらに他の障害を併せ有するために，より

一層の学習上の困難を示す生徒がいる。一人一人の障害

の状態と発達の状況に応じた指導が必要である。 

○随伴する障害について 

・脳性まひのおよそ７割に知的障害があるとされ，その

程度は重度から軽度まで様々である。知的障害の原因

は，脳損傷によるものと，肢体不自由による経験不足

による知能の発達の遅れが考えられる。 

・てんかんは，約半数近くに認められるという報告もあ

る。 

・言語障害は，発声・発語器官の運動障害と知的発達の

遅れに伴う言語発達の遅滞がある。 

・視覚障害は，屈曲異常の割合が高く，斜視，眼振も多

い。 

○指導上の配慮の例 

・ 動作面の配慮とともに，視覚情報に関する「見えにく

さ」や「情報処理の難しさ」など，周囲が気づきにく

い認知面の困難に対する配慮が必要な場合もある。家

庭科の実習時には，主に上肢操作の困難や片まひ，手

首が自由に動かせない等の困難以外にも，認知面の困

難が考えられる。例えば，野菜の切り方を示範だけな

く，切り方の段階ごとの写真カードを準備し，その写

真と位置関係を照らしながら切ることができるような

配慮が必要である。 

・うまく指示を理解できない場合や，書字に時間がかか

る場合があるため配慮を要する。 

②知的障害 

知的障害は，知能機能の著明な低下，適応行動をする

ことに明らかな難しさがある状態であり，この二つの要

件が発達期（１８歳未満）に発現するとされている。知

的機能とは認知や言語などにかかわる機能であり，その

顕著な低下とは知的面で同年齢の子どもの平均水準より

明らかに遅れがあることを意味している。適応行動とは，

その場の状況に合わせた行動をとることであり，概念的

な適応行動（言語理解，文字の読み書き，計算など），社

会的な適応行動（対人関係を築く，約束や規則を守るな

ど），実用的な適応行動（日常生活活動，買い物，危険回

避など）がそれにあたる。 

○主な障害の特性 

・学習によって得た知識や技能が断片的になりやすく，

実際の生活に応用されにくい。 

・言葉の発達の遅れがみられる。 

・ものごとを理解したり，身につけることに時間がかか

る。 

・初めてのことや変化が苦手である。 

・自分で判断することが苦手である。 

・成功体験が少ないことなどにより，主体的に活動に取

り組む意欲が十分に育っていない場合がある。 

○指導上の配慮の例 

・抽象的な内容より，実際的・具体的な内容の指導が効

果的である。 

・説明や指示は，言葉だけでなく，身振りや絵などを使

うと伝わりやすい。 

・得意なことや好きなことを増やし，自信を持つことで

意欲を持たせる。      

２ 特別支援学校家庭科の先行研究および家庭科教育

について 

（１）先行研究  

日本家庭科教育学会誌に，佐藤育代ら（1986）による

「養護学校高等部における家庭科教育」という論文があ

り，以下のような報告がある。 

・高等部の家庭科は，身辺自立から日常・家庭生活での

自立，職業生活への対応など多面的役割を担うであろ

う。このように高等部の家庭科の存在意義は大きい。 

・家庭科の内容としては，食物と被服領域を中心に実習

に偏る傾向がある。結婚や育児について取りあげてい

るところは少ない。 

 この後のいくつかの研究論文でも同じような課題が指

摘されている。 

（２）家庭科の目標や学習方法について 

知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学

校高等部家庭科の目標は，「明るく豊かな家庭生活を営む

上に必要な能力を高め，実践的な態度を育てる」である。

そのためには，基礎的な内容を精選するとともに，具体

的な活動を設定して主体的に学習に取り組めるようにす

る必要がある。 

例えば小学校の家庭科の目標は，「衣食住や家族の生活

などに関する実践的・体験的な学習活動を通して，日常

生活に必要な基礎的な知識・技能と家族の一員として生

活を工夫しようとする実践的な態度を育てること」であ

る。この「実践的・体験的な活動を通して学習する」と

いうところに家庭科の学習方法の特質がある。製作，調

理などの実習や観察，調査，実験などの実践的・体験的

な活動を通して，実感を伴って理解し，身につけた知識

や技能を活用して，身近な生活の課題を解決するための

学習や家庭での実践が行われるようにすることを目指し

ている。こうした通常の家庭科の学習方法は，特別支援

学校で学ぶ生徒にとっても有効な学習方法であると考え

られる。 

３ 特別支援学校高等部家庭科教育の実践や取り組み

について 

北陸三県の特別支援学校２１校と中部地方の知肢併置

特別支援学校（Ｈ１８年度以前に設置）７校の計２８校

に対し６月から７月にかけてアンケート調査を行った。

それぞれ１５校と４校の計１９校から回答があった。 

①肢体不自由特別支援学校 

準ずる教育（通常の高等学校家庭科），下学年適用，知

的障害の教育課程が実施されている。特に下学年適用で



学習する生徒は，言語理解力もあり高等学校家庭科の指

導内容について，幅広く学習させているようである。（図

表４） 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

また，肢体不自由の生徒の指導上の困難については，

図表５のような意見があげられていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表５ 肢体不自由の指導上の困難について 

 

②知的障害特別支援学校 

知的障害（障害の程度が軽度）の生徒に対する指導内

容は，図表６の通りである。 

先行研究でも指摘されているように食生活や被服に関

する内容が多く，保育の実施が少ないことがわかった。 

年間指導計画を作成する際に参考とするものについて

は，図表７のようになっており，小学校，中学校の家庭

科を参考にしている学校も多く見られる。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

また，指導上の困難については，図表８のような意見

があげられていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

これらの困難に対しての配慮としては，実生活に結び

つきやすいものに内容をしぼり，繰り返し学習すること

があげられていた。また，理解しやすい説明の工夫やそ

のための視覚支援の工夫など，特性に応じた指導を行っ

ていることもわかった。 

③知肢合同の家庭科授業について 

 知肢合同の利点と指導上の困難については，図表９の

ような結果を得た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表９ 知肢合同の利点と困難について 

  
知肢合同の授業では，知的障害，肢体不自由それぞれ

の配慮とともに，個人差が大きい生徒の指導や施設設備

に関して課題があるが，利点もあることがわかった。 

４ 授業実践 
（１）目的と方法 

肢体不自由特別支援学校と知的障害特別支援学校の生

徒を対象に，それぞれの学校で同じ題材，ねらいの授業

を行い，各障害に応じた支援のあり方を考える。 

（２）対象の生徒 

Ａグループ：肢体不自由と知的障害（軽度）を併せ有する生徒

１年生２名 

Ｂグループ：知的障害（軽度）の生徒３年生１１名 

（３）指導内容 

・題材名「カレーライスを作ろう」 

・題材のねらい：値段や鮮度を考えて食品を購入するこ

と，食品の保存と食中毒の予防について知る。 

・題材計画 

必要な材料を選んでみよう（２時間） 

買ってきた材料を保存してみよう（１時間） 

図表４ 肢体不自由特別支援学校（下学年適用）の指導内容 

図表６ 知的障害（障害の程度が軽度）の生徒に対

する指導内容 

図表７ 年間指導計画を作成する際に参考とするもの 

図表８ 知的障害（障害の程度が軽度） 

の生徒の指導上の困難 
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食中毒を予防しよう（１時間） 

材料の値段を知ろう（２時間） 

予算を考えて買い物の計画を立てよう（２時間）  

＊学習後にＡグループは生活単元学習で，Ｂグループは

家庭科で買い物に行き，実際にカレー作りを行った。 

それぞれのグループの支援については，図表１０に示

す。 

図表１０ 授業実践のグループと支援 

 

（４）結果と考察 

Ｂグループの生徒に対するアンケートをまとめたもの

が図表１１と図表１２である。 

 
 
実物の提示や活動を伴った学習が印象に残っているこ

とがわかった。Ａグループの生徒も同じように実物の提

示や活動を伴った学習が印象に残っているとしており，

これらはわかりやすい手だてだったと考えられる。 

視覚的な支援として，１回目は写真や活動の手順など

を，２回目は食中毒の予防法を「紙芝居」のように提示

するためにパワーポイントを使った。１回目より２回目

の方が印象に残っていると回答した生徒が増えているの

は，食中毒の予防法をキャラクターと３つの色を手がか

りに説明をしたからだと思われる。このように抽象的な

内容を視覚的な手がかりを工夫して伝えると効果的であ

ることがわかった。 

また，授業後のアンケートでは，どちらの生徒も印象

に残ったこととして食生活の内容をあげており，興味を

持って取り組めたことがわかった。しかし，消費生活の

内容については，両者の生活経験の違いや１年生と３年

生という学年による理解の違いを感じた。 

これらの結果から年間指導計画を立てる際には，題材

の配列の仕方により興味を持たせる工夫ができると思わ

れる。 

５ 各障害に応じた家庭科の指導内容について 
知的障害者を教育する特別支援学校の家庭科の内容を

通常の小学校，中学校，高等学校の内容と比較した場合，

小学校に該当する内容が多い。従って小学校の教科書や

指導方法が参考になると考えられる。また，結婚，妊娠，

出産，保育などは，中学校，高等学校の内容であるため，

中学校，高等学校の教科書が参考になると考えられる。 

さらに年間指導計画を立てる際には，生徒の実態や卒

業後の進路なども視野に入れながら，状況に応じて題材

を設定し，重点の置き方を工夫する必要がある。 

そこで，題材を設定するための参考となるような資料

を作成することにした（図表１３）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

このような一覧表を作ることで，指導内容の確認がで

きるとともに，生徒の実態に応じた指導計画が立てやす

くなると思われる。また，活動を伴った学習の場合は，

動きに制限のある肢体不自由の生徒と，動きに制限のな

い知的障害の生徒とでは，同じ題材であっても取り扱う

教材や道具に違いが出てくると思われる。調理実習の場

合であれば，実態に応じて包丁やガスコンロを使わない

献立を準備する（または，選択できる）などが考えられ

る。 

 
Ⅴ 結論 

１ 小学校，中学校，高等学校の家庭科も把握した上で，

生徒の実態に応じて内容を精選することが，効果的な

指導となる。 

２ 生徒の特性や生活経験に合わせて目標や支援を考え

ることは，主体的な家庭生活を送ろうとする実践的な

態度を育てることにつながる。 

３ 総合特別支援学校では，知肢合同で授業を行うこと

が題材によっては有効である。 

 

Ⅵ 今後の課題 

１ 特別支援学校の家庭科の指導にあたっては，他教科

や生活単元学習，作業など領域・教科を合わせた指導

と連携を図る必要がある。 

２ いろいろな実験，観察を取り入れて「実感を伴う理

解」を図るための手だてが必要である。 

３ 家族，保育などの指導については，さらに研究を深

め，実践を行いたい。 

Bグループの生徒が印象に残った支援や活動
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Bグループの生徒が印象に残った支援や活動
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図表１１ 授業後のアンケート（１回目） 図表１２ 授業後のアンケート（２回目） 

図表１３ 題材名と指導内容例 


